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研究成果の概要（和文）：日本人帰国子女たちが考える公正概念や越境体験の記述を分析するこ

とからスタートした。それをアメリカ連邦最高裁や日本の最高裁の判例等に現れる構成の概念

と比較検討しつつ、これからの社会科教育における公正概念の学習内容と方法について、主に

ハワイの小・中学校の授業観察を通じて考察を試みた。また国内の学校の授業観察と文献研究

も踏まえ、学習論としての多文化教育の重要性を理論化することに課題を見いだした。 

 
研究成果の概要（英文）：In this study, the concepts of equity, justice or fairness which 
Japanese returnee students have and their writings on their experiences of border crossing 
were analyzed firstly. They were compared with such concepts which appeared in U.S. and 
Japanese Supreme Court Decisions, and interventions and teaching methods on equity in 
social studies education were examined using classroom data of elementary and high schools 
in Hawaii. Based on classroom data of Japanese schools and study on previous researches, 
it should be insisted that Multicultural Education as a learning theory is important and 
that it should be theorized as soon as possible. 
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１．研究開始当初の背景 
 まず、本研究が学校現場での実践的背景を
有することを述べる。 
本研究の研究代表者（坪井龍太）は、平成

元年４月から平成 18年３月まで高等学校(全

日制課程２校・定時制課程１校・海外帰国子
女を対象とした課程１校、計４校)で公民科
の教員として、教科教育の実務に従事してき
た。所属研究機関（東洋英和女学院大学）に
は、平成 18 年４月から教育・研究に従事し



ている。また研究分担者（川崎誠司）は、平
成８年から東京学芸大学教育学部にて教
育・研究に従事し、社会科教育の理論研究を
おこなっている。 

研究代表者は、平成７年４月から平成 14
年３月まで、東京学芸大学教育学部附属高等
学校大泉校舎（海外帰国子女学級）に勤務し
ていたが、平成 13 年４月～７月にかけて、
研究分担者とともに、同校で公民科「倫理」
の授業開発実践を行った。すなわち研究代表
者が授業者（授業づくり）、研究分担者が参
与観察者（授業分析）の役割を担ったのであ
る。 

具体的には、高等学校第３学年の公民科選
択授業「倫理」（履修生徒数６名、すべて海
外帰国子女）で、日本の学校から海外の学校
に転校する時（出国する時）と海外の学校か
ら日本の学校に転校する時（帰国する時）の
２度経験している「異文化への越境体験」を
肯定的に受けとめることからスタートし、
「自分の過去に価値を見いだす」「多文化社
会の実現のために」「移民について学ぶ」「ボ
ーダークロッシング（越境）と葛藤」をテー
マに授業（50 分授業・20時間）を行った。   

授業の方法は、徹底したディスカッション
と ノ ー ト 記 述 に よ る 書 く こ と の 教 育
(teaching writing)であった。そして、20 時
間の授業の成果として、学期末に生徒たち自
身の越境体験を叙述した「まとめの作文」を
提出させた。 

その顕著な成果として、提出された「まと
めの作文」を外部コンテストに応募させたと
ころ、１名が国際協力事業団主催 高校生エ
ッセイコンテスト 2000 において特選（外務
大臣奨励賞）を受賞、さらにもう１名が毎日
新聞社主催 第 11 回 グローバルマインド賞
においてグランプリを受賞した。つまり、研
究代表者と研究分担者の共同作業による授
業づくりと授業分析によって、履修生徒６名
のうちの２名が、全国的な作文コンテストに
おいて、第１位を受賞したのである。この授
業において、社会科教育（公民科教育）にお
ける書くことの教育(teaching writing)によ
って、表現力の向上が実現したと言えよう。 

また、海外帰国子女としての越境体験をつ
づった生徒たちの授業内でのノート記述や
「まとめの作文」、授業者(研究代表者)の作
成した学習指導案、参与観察者(研究分担者)
の記録した授業観察経過といった膨大な一
次資料は、貴重な授業記録であり、それらを
分析することによって、海外での異文化体験
を帰国子女がどのように受容し、越境体験が
人に何をもたらすかを明らかにしうるもの
と考えられる。 
その授業記録の分析には理論的枠組みを

必要とするが、移民国家アメリカで社会科と
極 め て 密 接 な 関 係 を 有 す る Language 

Arts(teaching writingがその柱となる)の理
論研究と授業観察をすることを通じて、その
分析枠組みを求めていきたいと考えている。
この分析枠組みを通じて明らかにされる表
現力や言語能力を重視した社会科教育が、同
じ越境体験を有する外国人労働者の子弟・子
女など、これから日本で増えるであろう民族
的・文化的に多様な子どもたちに対する教育
の鍵になると仮説を立てられる。 
そして、この仮説を検証することを通じて

得られる知見は、これからの社会科教育への
応用可能性は、大きいと考えられる。なぜな
らば、平成 21 年度にはじまった裁判員制度
では、国民の社会通念が裁判に反映されるこ
とになるが、その社会通念を論理的に表現す
る能力が現実に国民に求められてくるから
である。シチズンシップエデュケーションの
充実が言われて久しいが、シチズンシップが
もっとも求められる裁判員制度の充実には、
社会科教育で形成される言語操作能力が重
要となろう。本研究は、「言葉の力」がキー
ワードとなるこれからの学校教育に、大きく
寄与することができるとともに、裁判員制度
を視野に入れたシチズンシップエデュケー
ションにおける国語科教育ではない社会科
教育ならではの言語教育の課題を明らかに
できる。 
 
２．研究の目的 
研究代表者は、17 年間の高等学校教員時代

に、前述の２名を含めて、４度にわたって、
全国レベルの作文コンテストで第１位相当
を受賞させた他、22 度にわたる全国レベルで
の表彰を生徒にもたらすなど、公民科教育に
おいて、書くことの教育(teaching writing)
について実践経験を有する。その実践をデー
タベース化して、研究分担者のアメリカにお
ける Language Arts や社会科の授業観察や理
論研究に基づく分析枠組みを用いて検証す
ることは、日本の社会科における論理的思考
力と表現力の育成に有効な視座を与える。  
 また、研究代表者が平成 18 年３月まで、
学校現場の実務に携わり、一方、研究分担者
がアメリカ合衆国ハワイ州等をフィールド
とした多文化教育の理論研究者としてすで
に一定の成果を挙げていて、実践と理論の有
機的な結合によって、論理的思考力と表現力
を重視した社会科教育の方法を授業実践レ
ベルで明らかにできる。本研究の授業観察分
析を通じて、研究分担者の先行研究「社会科
における『公正さ』の教授・学習過程に関す
る実証的比較研究」を、学校現場の授業実践
にさらに根ざした議論へと深めていくこと
ができる。 
 
３．研究の方法 
（１）本研究の具体的分析対象となる国内で



の授業実践のデータベース化 
 研究代表者が有する国内での teaching 
writing の成果としての生徒の作文・ノート
記述等の授業記録をコンピュータで、データ
ベース化を図る。 
（２）授業観察の視点と分析方法の確定 
 研究代表者はアメリカ社会科教育理論、
Language Arts 理論、教育観察理論について
文献で研究し、３年間の現地での授業観察の
視点と質的分析方法を確定する。また社会科
教育関連の学会に参加し、国内の公民教育研
究の動向を把握する。 
（３）研究代表者と研究分担者による共同開
発実践授業（平成 13 年度）の総括 
 （１）で示した授業記録のデータベースを
もとに、共同開発授業実践の総括を行うため
に、履修した６人の帰国子女に対し、追跡イ
ンタビュー調査を行い、その記録もデータベ
ース化する。その調査では、帰国子女へのイ
ンタビューを通じて、民族的・文化的に多様
な子どもたちに対する教育のあり方を検討
し、移民国家アメリカでの Language Arts の
特質へと考察を深める。 

（４）授業観察とその分析の実施 

  研究分担者は 2007 年８月にハワイ州の小
学校の授業観察を開始した。研究代表者は文
献での理論研究を深め、その後も毎年継続的
に国内の学校の授業観察を行った。なお、研
究分担社の授業観察校はカイルア町カイル
ア小学校，ホノルル市私立プナホウスクール，
ワイアルア町ワイアルア小学校であった。 
 
４．研究成果 
（１）異なる処遇による平等保護 ― エクイ
ティとコンプリヘンシブ ― 

バンクスは 1995 年の論文において，エク
イティ教授の定義を次のように示している。
「Equity Pedagogy とは，多様な人種的・民
族的・文化的集団の子どもたちが，平等で人
間的で民主的な社会において有効な役割を
果たし，またその社会を創造し永続させるの
に必要な知識・技能・態度を獲得させるよう
な教授方法と学級環境のことである。」  

この内容は彼が提示してきた多文化教育
の定義とほとんど一致している。このことも
また，「エクイティ教授」が多文化教育の最
も中心的な課題に位置することを裏付ける
ものである。 

これまで述べてきた「エクイティ」に加え
て，ハワイ州ではそれを補足する概念として
「コンプリヘンシブ児童生徒支援システム
(Comprehensive Student Support System)」
（以下 CSSS）という考え方が現れてきた。こ
の背景には，一層の「平等保護」を求める考
え方があるものと思われる。多文化主義や多
文化教育は，多文化社会における異なった価
値の関係調整のために有効な思想や教育改

革運動ではあるが，たとえば「エクイティ」
を重視してマイノリティへのケアを進める
と，それが過度になれば今度はマジョリティ
への「逆差別」を生じてしまう。この二律背
反の図式をどう克服するかは長年の課題と
なっている。 
 
 (２)ハワイ K小学校の Action Plan の「平

等保護」観における「エクイティ」と「コン
プリヘンシブ」 
吉良直(2006)は，2002 年 1月 8日に成立し

た「どの子も置き去りにしない法 (No Child 
Left Behind Act，以下 NCLB 法)」を解説す
る中で，アメリカでは教育について合衆国憲
法上の規定がなく，権限が州政府に委ねられ
る地方分権型の教育制度が伝統的にとられ
てきたが，1980 年代前半の学力問題をきっか
けにして，1991年に出された「アメリカ2000」
の構想を経て，学力向上を至上命題とする連
邦教育法「2000 年の目標」が 1994 年に成立
したことを論じている。史上初めて全米の教
育目標が設定され，連邦政府の地方教育行政
への介入が明確化されたということである。 
これを日本的に受け止めると，中央集権化

が急進展し連邦政府の教育施策に一元化さ
れたように感じられてしまう。だが実際には，
それまで学区の教育委員会に委ねられてい
た権限が州政府に移り，そこに連邦政府の指
導的介入が入るようになっている。したがっ
て，教育行政の権限の主体は変化したが，依
然として地方分権型の形式は，後退しつつも
維持されていると言ってよい。 
ハワイ州では，州教育局の教育計画に基づ

き，学区の教育委員会が地域の実情や学校の
抱える問題状況を把握したうえで，各学校を
訪れてワークショップを開催する。学校はワ
ークショップで得られたアドバイスを踏ま
えて，独自のアクションプランを作成する。
これが子どもたちの学習に直接影響を与え
る学習指導計画ということになる。 
1995 年に改訂されたハワイ州社会科カリ

キュラムは，多文化主義や多文化教育の影響
を色濃く反映したものであった。人種・民族
の多様性を尊重し相互理解を深めることを
通して，社会の安定を図るねらいをもつもの
であった。ただ，多文化主義や多文化教育は
カリキュラムの大枠としての役割をもつの
みで，具体的な下位概念がカリキュラム中に
示される形にはなっていない。 
2001 年から 2003 年にかけて行われた州社

会科カリキュラム改革では，多文化教育が具
体的に深化した。その現れの一つとして，「エ
クイティ」の重視が見出せた。「公平」「正義」
といった「エクイティ」とその周辺概念が取
り上げられ，これらの概念を子どもたちが自
分たちの生きる現実世界に適用して理解す
ることが求められているのである。 



このカリキュラムの趣旨を受け，筆者が観
察対象としていた教師が責任者となって策
定したのが『K 小学校アクションプラン』
（2002 年版）である。これが 2005 年には後
任の教師を中心にして改訂されつつあった。 

改訂版のアクションプランには，「エクイ
ティ」とともに「コンプリヘンシブ」が書き
加えられている。カリキュラム・コーディネ
ータの役割を担うこの教師によれば，「エク
イティ」は「ハンディのある人の必要に応じ
て」対応するという意味合いが強いが，「コ
ンプリヘンシブ」は「全員に分け与える。全
員でその必要性に応じて分かち合う。それに
よって全員がわずかでもいくらかの向上を
果たす」というニュアンスで使用されるとの
ことである。「与えられない」者が存在しな
いということである。 

K 小学校は「エクイティ」に加えて「コン
プリヘンシブ」にも重点を置きつつある。こ
の学校には特別支援学級だけでなく，幼稚園
課程，その前の就園前課程も設けられ，ニー
ズに積極的に応えようとしている。ハワイで
は一般的なことだが，この小学校では昼食だ
けでなく朝食も提供している。家庭の事情で
食事を満足に摂ることのできない子どもも
少なくない。法律の定めるところにより，家
庭の所得状況に応じて食費が無料になった
り半額免除になったりもする。所得が水準以
上の家庭の子どもは規定通りの料金を支払
う。これは「エクイティ」の観点に立つもの
といえる。 

特定の教科に英才クラスも設けられてい
るが，このクラスの存在は「コンプリヘンシ
ブ」の考え方に立てば説明がつく。能力の高
い子どもが通常のクラスではその能力を十
分向上させられない場合，伸びるはずの能力
は失われたのと同じと考えられるのである。
「エクイティ」の考え方に，優秀な子どもへ
の一層の教育の必要性という視点が内包さ
れていないわけではないが，「コンプリヘン
シブ」の視点から捉えると，よりわかりやす
い。「コンプリヘンシブ」は全員がその対象
であり，優秀な児童も能力に応じて向上させ
られるべきという論理である。 

 
（３）学習論としての多文化教育の重要性 

 「エクイティ」は次のように概念的に整理
できる。これまでの日本社会が言われてきた
ようないわゆる単一の価値観が支配的な社
会など，19 世紀から 20 世紀の市民社会にお
いては，そこに生きる市民の等しい扱いは
「決められたルールに則り，みな同一の扱い
をする」「形式的平等」を追求することによ
り達成されると考えられてきた。すべての市
民に機会の均等を保障するということであ
る。しかしそれにより，もてる者はより豊か
になり，もたざる者は被差別的な状態に陥る

といった不平等をもたらした。そこで 20 世
紀の社会福祉国家においては，社会的・経済
的弱者に対して自由と生存を保障する「実質
的平等」を重視するようになった。すべての
市民を同一には扱わず，現状やそこに至る事
情などを様々に勘案して，異なる扱いにより
平等を目指すということである。だが実際の
社会においては「形式的平等」を追求するこ
とで平等は達成されるとする考え方は根強
く，社会的な不平等や格差の是正にはつなが
りにくかった。先進各国の実状，なかでも高
齢化社会に対応する福祉国家を目指す日本
においてそれが実現できてないことを見て
もそれは明らかである。理論では「実質的平
等」の重要性は明らかだが，実社会では徹底
していない。ここでその原因を検討し，あら
ためて「エクイティ」の特性について考察し
ておきたい。 
 国民国家はすでに幻想となり，社会は多文
化社会を形成している。多文化社会では複数
の異なる価値観が混在している。社会的判断
の基準が複数存在し，正しいとされる決定が
いくつもある状態にある。こうした社会では
「平等」の概念では価値観の多様性に対応す
ることができない。これに代わるのが「エク
イティ」である。「エクイティ」は「形式的
平等」と「実質的平等」の両方に配慮しなが
ら最善の判断を目指す概念である。「平等」
概念における「形式的平等」と「実質的平等」
のどちらを選択するかという二項対立的な
思考パターンではなく，両者を両立可能と考
え，上述したようにどちらにどの程度比重を
置くかという比較衡量的な思考パターンを
採用する。「形式的平等」と「実質的平等」
との間を行き来することを繰り返すことに
よって，最善の判断に到達しようとする。こ
れが「エクイティ」の特徴である。 
 法律学の世界では，とくに法哲学の分野を
中心にして「衡平論」の中で equity 概念は
考察されてきた。ただそれが語られる文脈は
モノカルチュラルな社会，もしくは特定の社
会階層が支配的な地位を占める社会を前提
としたものであることが多かった。本研究が
前提とする多文化社会における価値葛藤，価
値対立といった状況に対しては，これまでの
議論をどう応用できるかが鍵となる。 
 従来の議論では，上記のように「19 世紀か
ら 20 世紀の市民社会においては…… （中
略） ……『形式的平等』を追求することに
より達成されると考えられてきた」が，格差
が拡大していることが露見すると，「20 世紀
の社会福祉国家においては，社会的・経済的
弱者に対して自由と生存を保障する『実質的
平等』を重視するようになった」というよう
に，「形式的平等」か「実質的平等」かとい
う二項対立的な図式が一般的であった。 
 シェイクスピア演劇の分析により「衡平」



の概念把握を試みている浜名恵美は，「法は
ある程度固定性をもち，これを適用して裁判
していると，具体的妥当性を欠くようにな
る」と「形式的平等」の特性を説明している。
普遍的に誰にでも適用される「コモン・ロー
（普通法）」と，法の厳格性を緩和する方法
として現れた「衡平法」については，「コモ
ン・ローでは救済できない場合に，慈悲の観
点などから王などが適用したのが衡平法で
ある」としている。「形式的平等」の適用が
十分な適切性を持たない場合に，「実質的平
等」の観点から判断を下したということであ
る。 
 これらのように，いずれの場合においても
価値判断において「形式的平等」か「実質的
平等」かというどちらか一方の選択に迫られ
る形を見出すことができる。これに対して，
本研究で取り上げる「エクイティ」は両者を
同時に捉える視点をもつものとして位置づ
けたい。 
 日本においてはすでに「エクイティ」的な
考え方の定着の兆しが見え，徐々に時代が変
わりつつあることが感じられる。2008 年 6 月
10 日，画期的な最高裁の判断が下された。指
定暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金融事件
をめぐり，被害者 11 人が賠償を求めた訴訟
の上告審判決で，最高裁第３小法廷は，悪質
な不法行為に当たる貸し付けは，利息だけで
なく元本を含めて返済分全額を賠償すべき
だとする初判断を示した。つまり，元本は著
しい高金利で多額の利益を得るという反倫
理的な不法行為の手段であるから，利息だけ
でなく借りた元本すらも返済する義務は借
りた側に生じない，としたのである。被害者
は厳しい取り立てに苦しみ，幾度も警察に相
談していたが，そのたびに「元本くらいは返
済すべき」と指摘され続け，苦しみは何ら軽
減されることがなかったという。警察の指摘
は「形式的平等」観に立ったものと言うこと
ができ，「形式的平等」だけでは弱者の救済
に迫ることができないことを象徴的に示し
ている。これに対して最高裁の判断は，金品
の貸借関係という「形式的平等」観で捉える
べき点も考慮しながら，貸借関係の本質に立
ち入り，元本の性質を「実質的平等」観によ
り判断しているのである。これが制度の固定
的な運用を避け，「形式的平等」と「実質的
平等」を比較衡量する「エクイティ」的な考
え方である。この考え方を，教育を通じてよ
り強固に定着させる必要があるのである。 
 このような議論は，教育において具体的な
実践課題として検討する際に「目標概念か，
内容概念か，方法概念か」と考える必要に迫
られる。方法概念としてのエクイティは，多
文化教育の歴史において 1980 年代頃といっ
た比較的早い時期から学習環境論として論
じられてきた。本研究では学習内容論（内容

概念）として多文化教育の中核に位置づくも
のとしてエクイティを捉えるべきであると
提案したい。 
 エクイティの重要性は「目標概念」として
語られながらも，「方法概念」として十分機
能するまでに至っていないことは，アメリカ
社会の実状から言を待たない。その原因は，
エクイティを習得すべき「内容概念」として
捉える視点が欠落してきたことにあると考
える。これまで論じてきたことに照らせば，
エクイティを「内容概念」と「方法概念」に
峻別することには非常に困難を感じるが，
「方法概念」としてそれを学習者に定着させ
るためには「内容概念」としてのエクイティ
の理解が不可欠であると考える。ではエクイ
ティの何を認識させることが必要だろうか。
理論的には，「形式的平等」や「実質的平等」
の片方の観点だけでは社会的に有効な判断
ができないため，適切な判断のためには両者
のバランスをとり両者の同時成立とでもい
うべき状態を目指すことが求められている，
という認識に学習者を導くことが重要であ
る。そしてこの認識は，学習において取り上
げられる社会事象とリンクして，様々な場面
に適用されることによって深められてゆく
のである。さらにそれは「方法概念」として
学習者個人個人の内面に定着することにな
る。 
 このことについて，アメリカにおけるエク
イティ教授への取組を検討してみると，具体
的な教育実践の場において，「個」と「集団」
への配慮の仕方を重視した学習の展開が求
められていることが明らかになった。エクイ
ティ教授は公正な学習環境の保障を目指す
のみならず，学業成果を高めることにも直結
していると考えられてきている。 
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